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こうとう区報では、本文の文字に見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

区
で
は
︑
国
の
制
度
に
基
づ
き
︑

下
表
の
と
お
り
特
別
障
害
者
手
当
・

障
害
児
福
祉
手
当
を
支
給
し
て
い
ま

す
︒
対
象
の
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ

い
︒
審
査
の
結
果
支
給
が
決
定
さ
れ

重度の障害があるため、日常生活において

常時介護が必要な20歳未満の方(おおむね

身体障害者手帳1級および2級の一部、愛の

手帳1・2度程度の方。あるいはこれらと同

等の疾病・精神障害の方。原則専用の診断

書で判定されます)。ただし次に該当する

方を除く①施設入所者②障害を理由とする

公的年金受給者。本人および扶養義務者の

所得制限があります。

歳
未
満

20

障
害
児
福
祉
手
当

重度の障害があるため、日常生活において

常時特別な介護が必要な20歳以上の方(お

おむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・

2度程度でかつ障害が重複している方。あ

るいはこれらと同等の疾病・精神障害の方。

原則専用の診断書で判定されます)。ただ

し次に該当する方を除く①施設入所者②病

院等に3か月を超えて入院している方。本

人および扶養義務者の所得制限があります。

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

に基づく手当を受給しているときは、手当

額の併給調整があります。

歳
以
上

20

特
別
障
害
者
手
当

対象者
年齢

制限

手当

種類

月額

14,480円

月額

26,620円

手当額

5,504,000円5人

所得制限限度額表※心身障害者(難病)福祉手当、心身障害者医療費助成共通

心身障害者医療費助成 9／1(火)〜平成28年8／31(水)

平成26年中所得対象所得

8／1(土)〜平成28年7／31(日)心身障害者(難病)福祉手当
適用期間

(本人等所得−所得控除≦所得限度額)

2人

4,744,000円3人

5,124,000円4人

本人および扶養義務者
等の所得限度額

扶養親族の数

3,604,000円0人

3,984,000円1人

4,364,000円

20歳以上：本人所得
20歳未満：配偶者または扶養義務者の所得
※次のような扶養家族がいる場合には、左記の
所得限度額にそれぞれ加算されます。
・老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族または控除対象扶養親族(19
歳未満の者に限る)1人につき25万円

※医療費・社会保険料(医療費助成は本人のみ)
等は相当額を控除

る
と
︑
申
請
月
の
翌
月
分
か
ら
の
手

当
の
支
給
が
開
始
さ
れ
ま
す
︒

▢問
障
害
者
支
援
課
障
害
者
福
祉
係
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�
�
�
)
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℻

(
�
�
�
�
)
�



�

身
体
障
害
者
手
帳

～
�
級
・
愛

の
手
帳

～
�
度
・
脳
性
ま
ひ
・
進

行
性
筋
萎
縮
症
で

歳
以
上

歳
未

20

65

満
の
方
︑
ま
た
は
︑
身
体
障
害
者
手

帳
�
級
・
愛
の
手
帳
�
度
・
東
京
都

の
難
病
医
療
費
等
助
成
申
請
中
の
方

や
認
定
者
の

歳
未
満
の
方
で
︑
手

65

当
の
手
続
き
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
︑

歳
の
誕
生
日
の
前
々
日
ま
で
に
申

65請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
︒

歳
65

以
上
の
方
は
︑
新
規
申
請
が
で
き
ま

せ
ん
︒

た
だ
し
︑

歳
以
上
の
方
で
も
︑

65

平
成

年
�
月
以
降
︑

歳
の
誕
生

12

65

日
の
前
々
日
ま
で
に
﹁
所
得
制
限
超

過
・
施
設
入
所
・
江
東
区
に
住
所
が

な
か
っ
た
﹂
と
い
う
制
限
事
由
に
よ

り
申
請
手
続
き
が
で
き
な
か
っ
た
方

で
︑
そ
の
後
制
限
事
由
が
な
く
な
っ

た
際
は
︑
申
請
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
︒

ま
た
︑
所
得
が
上
表
の
所
得
限
度

額
以
上
あ
っ
た
な
ど
の
理
由
に
よ
り

受
給
資
格
が
消
滅
し
︑
そ
の
後
制
限

事
由
が
な
く
な
っ
た
方
は
︑
あ
ら
た

め
て
︑
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
︒

▢問
障
害
者
支
援
課
障
害
者
福
祉
係
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�

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

︵
以
下
⃝障
︶
は
︑
心
身
に
重
い
障
害
の

あ
る
方
の
医
療
保
険
の
自
己
負
担
分

︵
一
部
︶
を
助
成
す
る
も
の
で
す
︒



月

日
︵
火
︶
か
ら
⃝障
受
給
者

証
が
新
し
く
な
り
ま
す
︒

更
新
の
対
象
と
な
る
方
に
は
︑
�

月
末
日
ま
で
に
︑
新
し
い
⃝障
受
給
者

証
を
お
送
り
し
ま
す
︒

﹇
対
象
と
な
る
方
﹈

身
体
障
害
者
手
帳


級
・
�

級

︵
心
臓
・
腎
臓
等
内
部
障
害
に
つ
い

て
は
�
級
ま
で
︶
︑
愛
の
手
帳

度

・
�
度
の
い
ず
れ
か
を
お
持
ち
の
重

度
障
害
者
の
方
で
︑
所
得
が
所
得
限

度
額
以
下
の
方
︵
上
表
︶
︒

※
所
得
限
度
額
は
︑
﹁

歳
以
上
の

20

方
は
︑
本
人
の
所
得
﹂
︑
﹁

歳
未
満

20

の
方
は
︑
世
帯
主
等
の
所
得
︵
本
人

が
国
保
の
世
帯
主
等
に
な
っ
て
い
る

場
合
は
︑
本
人
の
所
得
︶
﹂
に
よ
り

判
定
し
ま
す
︒

抜
群
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
誇
る
豊

洲
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル
で
開

催
す
る
イ
ベ
ン
ト
に
�
�
�
人
を
無

料
で
ご
招
待
し
ま
す
︒

▢時

月

日
︵
土
︶
午
後

時
半

10

24

～
�
時

分

▢場
豊
洲
シ
ビ
ッ
ク
セ

45

ン
タ
ー
ホ
ー
ル
︵
豊
洲
�
︱

�
︱

︶
18

▢人
ど
な
た
で
も
�
�
�
人
︵
申
込

順
︶
▢費
無
料

▢内
﹇
第
一
部
﹈朗
読

劇
﹁
器
量
の
ぞ
み
︵
宮
部
み
ゆ
き
著
︑

出
演
：
朗
読
サ
ー
ク
ル
か
ざ
ぐ
る

ま
︶
﹂
ほ
か﹇
第
二
部
﹈講
演
会
﹁
心
に

﹇
対
象
と
な
ら
な
い
方
﹈

①
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

②
医
療
保
険
の
自
己
負
担
の
な
い
施

設
に
入
所
し
て
い
る
方

③
﹁
江
東
区
子
ど
も
医
療
受
給
者

証
﹂
を
受
給
し
て
い
る
方

④
重
度
障
害
者
に
な
っ
た
年
齢
が
65

歳
以
上
で
あ
る
方

⑤
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
受
給
者
で

住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方

︵
た
だ
し
︑
重
度
障
害
者
に
な
っ

た
日
か
ら

歳
の
誕
生
日
の
前
々

65

日
ま
で
①
・
②
該
当
だ
っ
た
方
︑

ま
た
は
東
京
都
内
に
住
所
が
な
か

っ
た
方
は
対
象
と
な
り
ま
す
の
で

申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
︶

﹇
注
意
﹈重
度
障
害
者
に
な
っ
た
年
齢

が

歳
未
満
で
⃝障
受
給
者
証
の
申
請

65
手
続
き
を
行
っ
て
い
な
い
方
は
︑
65

歳
の
誕
生
日
の
前
々
日
ま
で
に
申
請

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
︒

ま
た
︑
過
去
に
⃝障
受
給
者
証
を
持

っ
て
い
た
方
で
︑
所
得
が
所
得
限
度

額
を
超
え
た
等
に
よ
り
︑
資
格
が
消

滅
し
た
方
で
︑
そ
の
後
制
限
事
由
が

な
く
な
っ
た
場
合
は
︑
申
請
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
︒

▢問
障
害
者
支
援
課
障
害
者
福
祉
係
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�

建
築
物
に
関
す
る
防
災
知
識
の
普

及
と
防
災
に
関
す
る
法
令
・
制
度
の

周
知
を
目
的
に
︑
毎
年
春
と
秋
︑
全

国
一
斉
に
建
築
物
防
災
週
間
を
実
施

し
て
い
ま
す
︒
建
築
物
・
工
作
物
等

の
所
有
者
や
管
理
者
は
︑
常
に
建
築

物
等
を
安
全
な
状
態
で
維
持
・
管
理

す
る
こ
と
が
建
築
基
準
法
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
︒
特
に
劇
場
・
百

貨
店
・
飲
食
店
・
物
品
販
売
業
を
営

む
店
舗
・
ホ
テ
ル
・
旅
館
・
病
院
・

共
同
住
宅
等
︑
多
く
の
方
が
利
用
す

る
一
定
規
模
以
上
の
建
築
物
は
︑
火

災
や
地
震
等
の
被
害
を
防
止
す
る
た

め
︑
専
門
家
に
よ
る
定
期
点
検
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
期
間
中
︑

定
期
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

建
築
物
を
中
心
に
実
態
調
査
を
行
い

ま
す
︒
区
職
員
が
伺
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
の
で
︑
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
︒▢問

建
築
調
整
課
建
築
防
災
係

☎
(
�
�
�
�
)


�
�
�

ご
家
庭
で
生
ご
み
減
量
に
取
り
組

む
グ
ル
ー
プ
・
団
体
︑
個
人
の
方
を

募
集
し
ま
す
︒
生
ご
み
減
量
に
利
用

す
る
資
器
材
は
︑
区
で
ご
用
意
し
ま

す
︒
土
や
微
生
物
等
の
自
然
の
力
で

生
ご
み
の
消
滅
化
や
た
い
肥
化
が
で

き
る
�
種
の
資
器
材
を
ご
用
意
し
て

い
ま
す
︒
小
型
の
資
器
材
を
利
用
し

ま
す
の
で
︑
戸
建
・
集
合
住
宅
を
問

わ
ず
︑
各
家
庭
の
庭
や
ベ
ラ
ン
ダ
︑

届
く
言
葉

心
に
届
け
る
言
葉
︱

幼

い
心
に
話
し
か
け
る
言
葉
の
大
切
さ

︱

﹂
▢師
大
竹
麗
子
︵
︵
株
︶
お
は
な

し
か
ご
主
宰
︶﹇
主
催
﹈豊
洲
図
書
館

﹇
共
催
﹈豊
洲
文
化
セ
ン
タ
ー

▢締



月


日
︵
水
︶

▢申
�
月

日
︵
火
︶
か
ら
豊
洲
図

25

書
館
に
電
話
ま
た
は
窓
口
で

☎
(
�
�
�
�
)
�


�


室
内
で
も
手
軽
に
取
り
組
む
こ
と
が

で
き
ま
す
︒
区
に
よ
る
ガ
イ
ダ
ン
ス

等
も
行
い
ま
す
の
で
︑
初
心
者
の
方

で
も
安
心
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
で

き
ま
す
︒

▢人
町
会
ま
た
は
自
治
会
︑
Ｐ
Ｔ
Ａ
︑

そ
の
他
ご
友
人
等
で
構
成
す
る
グ
ル

ー
プ
・
団
体
お
よ
び
区
内
在
住
の
個

人
の
方

﹇
貸
与
世
帯
数
﹈

計
�
�
�
世
帯
︵
申
込
順
︶

﹇
貸
与
要
件
﹈

︵
グ
ル
ー
プ
・
団
体
︶

○
お
お
む
ね
�
人
以
上
の
江
東
区
民

で
構
成
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
・
団
体

○
生
ご
み
減
量
活
動
に
積
極
的
に


年
以
上
取
り
組
め
る
グ
ル
ー
プ
・

団
体

︵
個
人
︶

○
生
ご
み
減
量
活
動
に
積
極
的
に


年
以
上
取
り
組
め
る
江
東
区
民

▢費
無
料﹇
申
込
期
間
﹈
�

月

日
25

︵
火
︶
～


月

日
︵
水
︶

30

▢申
清
掃
リ
サ
イ
ク
ル
課
︵
区
役
所

隣
防
災
セ
ン
タ
ー
�
階
�
番
︶
に
あ

る
登
録
申
請
書
︵
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
入
手
可
︶
に
必
要
事
項
を
記

入
し
︑
〒

︱

区
役
所
清
掃
リ
サ

135

0083

イ
ク
ル
課
へ
郵
送
︑
フ
ァ
ク
ス
ま
た

は
持
参

▢問
清
掃
リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
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�
�
�
�
)
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